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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体平面（５，７０５）内の物体視野（３，７０３）を像平面（９，７０９）内の像視
野（７，７０７）上に結像するためのマイクロリソグラフィのための投影対物系（１，７
０１）であって、
　前記物体視野を第１の実中間像（１３，７１３）上に結像するための第１の部分対物系
（１１，７１１）と、
　前記第１の中間像を第２の実中間像（１７，７１７）上に結像するための第２の部分対
物系（１５，７１５）と、
　前記第２の中間像を前記像視野（７，７０７）上に結像するための第３の部分対物系（
１９，７１９）と、
　を含み、
　前記第２の部分対物系（１５，７１５）が、厳密に１つの凹ミラー（２１，７２１）及
び少なくとも１つのレンズ（２３，７２３）を有し、
　前記投影対物系が、前記物体平面から来る放射線を前記凹ミラーの方向に偏向するため
の第１の折り返しミラー（２７，７２７）と、該凹ミラーから来る該放射線を前記像平面
の方向に偏向するための第２の折り返しミラー（２９，７２９）とを有し、
　前記投影対物系が、厳密に２つの実中間像（１３，１７；７１３，７１７）を有し、か
つ
　前記投影対物系が、前記像平面（９，７０９）内で１．０よりも大きい開口数を有し、
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　前記凹ミラー（２１，７２１）のミラー面の光学的利用領域と、該凹ミラーに隣接する
レンズ（２３，７２３）の該凹ミラーに対面する面（２５、７２５）の光学的利用領域と
の間の最小距離が、２０ｍｍよりも大きい、
　ことを特徴とする投影対物系。
【請求項２】
　物体平面（５，７０５）内の物体視野（３，７０３）を像平面（９，７０９）内の像視
野（７，７０７）上に結像するためのマイクロリソグラフィのための投影対物系（１，７
０１）であって、
　前記物体視野を第１の実中間像（１３，７１３）上に結像するための第１の光軸（３３
，７３３）を有する第１の部分対物系（１１，７１１）と、
　前記第１の中間像を第２の実中間像（１７，７１７）上に結像するための第２の光軸（
３５，７３５）を有する第２の部分対物系（１５，７１５）と、
　前記第２の中間像を前記像視野（７，７０７）上に結像するための第３の光軸（３７，
７３７）を有する第３の部分対物系（１９，７１９）と、
　を含み、
　前記第２の部分対物系（１５，７１５）が、厳密に１つの凹ミラー（２１，７２１）及
び少なくとも１つのレンズ（２３，７２３）を有し、
　前記投影対物系が、前記物体平面から来る放射線を前記凹ミラーの方向に偏向するため
の第１の折り返しミラー（２７，７２７）と、該凹ミラーから来る該放射線を前記像平面
の方向に偏向するための第２の折り返しミラー（２９，７２９）とを有し、
　前記投影対物系が、厳密に２つの実中間像（１３，１７；７１３，７１７）を有し、か
つ
　前記投影対物系が、前記像平面（９，７０９）内で１．０よりも大きい開口数を有し、
　入射瞳内の照明極（５６３，５６５）から出射し、かつ前記物体視野（３，７０３）内
の中心物体点において前記物体平面と交わる全ての光線（４７，４９，５１，５３）が、
前記凹ミラー（２１，７２１）に隣接するレンズ（２３，７２３）の該凹ミラーに対面す
る面を該凹ミラーに向う光路上及び該凹ミラーから離れる光路上で空間的に分離した領域
（５５，５７，５９，６１）を通過するように、該凹ミラーと該凹ミラーに隣接するレン
ズとの間の距離が大きく、
　前記照明極は、強度が最大強度の１０％を下回らない前記入射瞳の強度分布内の連続領
域を表し、
　前記照明極（５６３，５６５）は、前記入射瞳の縁部（５６９）に配置され、
　ｙ方向の前記照明極（５６３，５６５）の範囲が、前記入射瞳の瞳半径の２％よりも大
きく、
　前記ｙ方向は、第１の光軸（３３，７２３）に垂直な直線に対して平行に延び、かつ対
称平面内に位置し、
　前記対称平面は、前記第１の光軸（３３，７２３）、第２の光軸（３５，７３５）、及
び第３の光軸（３７，７３７）により張られている、
　ことを特徴とする投影対物系。
【請求項３】
　前記ｙ方向の前記照明極（５６３，５６５）の前記範囲は、前記入射瞳の前記瞳半径の
８％よりも小さいか又はそれに等しい、
　ことを特徴とする請求項２に記載の投影対物系。
【請求項４】
　前記凹ミラー（２１，７２１）の面頂点と該凹ミラーに隣接する前記レンズ（２３，７
２３）の面頂点との間の距離が、該凹ミラーの頂点半径よりも小さい、
　ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の投影対物系。
【請求項５】
　前記凹ミラー（２１，７２１）は、２００ｍｍよりも小さい頂点半径を有する、
　ことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の投影対物系。
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【請求項６】
　前記凹ミラー（２１，７２１）の前記光学的利用領域は、２６０ｍｍよりも小さい直径
を有する、
　ことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の投影対物系。
【請求項７】
　前記凹ミラーに隣接する前記レンズ（２３，７２３）は、石英から成る、
　ことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の投影対物系。
【請求項８】
　マイクロリソグラフィのための投影露光装置（４０１）であって、
　少なくとも１つの照明モードを提供するための照明系（４０５）と、
　請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の投影対物系（４１３，１，７０１）と、
　を含み、
　第１の部分対物系（１１，７１１）が、第１の光軸（３３，７３３）を有し、第２の部
分対物系（１５，７１５）が、第２の光軸（３５，７３５）を有し、第３の部分対物系（
１９，７１９）が、第３の光軸（３７，７３７）を有し、
　前記照明系（４０５）は、照明モードにおいて少なくとも１つの照明極（５６３，５６
５）を用いて前記投影対物系（４１３，１，７０１）の入射瞳を照明するように構成され
、
　前記照明極は、強度が最大強度の１０％を下回らない前記入射瞳の強度分布内の連続領
域を表し、
　前記照明モードの全ての前記照明極に対して、ｙ方向の該照明極の最大範囲が、前記入
射瞳の瞳半径の８％よりも小さいか又はそれに等しく、
　前記ｙ方向は、前記第１の前記光軸（３３，７２３）に垂直な直線に対して平行に延び
、かつ対称平面内に位置し、
　前記対称平面は、前記第１の光軸（３３，７３３）、前記第２の光軸（３５，７３５）
、及び前記第３の光軸（３７，７３７）により張られている、
　ことを特徴とする投影露光装置。
【請求項９】
　前記照明系は、前記少なくとも１つの照明極が前記入射瞳の中心を照明するように構成
される、
　ことを特徴とする請求項８に記載の投影露光装置。
【請求項１０】
　前記照明系は、全ての前記照明極（５６３，５６５）が前記入射瞳の縁部（５６９）に
配置されるように構成される、
　ことを特徴とする請求項８に記載の投影露光装置。
【請求項１１】
　前記照明系は、前記入射瞳を該入射瞳の中心（５６７）に関して反対に位置する対にな
った照明極（５６３，５６５）を用いて照明するように構成される、
　ことを特徴とする請求項８又は請求項１０に記載の投影露光装置。
【請求項１２】
　前記照明系は、全ての前記照明モードに対して、凹ミラーに隣接するレンズの該凹ミラ
ーに対面する面上で最大面パワー密度が０．６Ｗ／ｃｍ2よりも低く、物体平面内の照明
光の合計パワーが１．５Ｗよりも大きくなるように構成される、
　ことを特徴とする請求項８から請求項１１のいずれか１項に記載の投影露光装置。
【請求項１３】
　少なくとも１つの照明モードを提供するための照明系（４０５）と、
　請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の投影対物系（４１３，１，７０１）と、
　を含み、
　第１の部分対物系（１１，７１１）が、第１の光軸（３３，７３３）を有し、第２の部
分対物系（１５，７１５）が、第２の光軸（３５，７３５）を有し、第３の部分対物系（
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１９，７１９）が、第３の光軸（３７，７３７）を有し、
　前記照明系（４０５）が、前記照明モードに応じて、異なる個数の照明極及び異なる形
状の照明極を用いて前記投影対物系の入射瞳を照明し、
　照明極が、強度が最大強度の１０％を下回らない前記入射瞳の強度分布内の連続領域を
表し、
　前記照明系が、ｙ方向の前記照明極の最大範囲が前記入射瞳の瞳半径の８％よりも小さ
いか又はそれに等しい場合の照明モードを提供し、
　前記ｙ方向が、前記第１の前記光軸（３３，７３３）に垂直な直線に対して平行に延び
、かつ対称平面内に位置し、
　前記対称平面は、前記第１の光軸（３３，７３３）、前記第２の光軸（３５，７３５）
、及び前記第３の光軸（３７，７３７）により張られている、
　マイクロリソグラフィのための投影露光装置（４０１）を作動させる方法。
【請求項１４】
　少なくとも１つの照明モードを提供するための照明系（４０５）と、
　請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の投影対物系（４１３，１，７０１）と、
　を含み、
　第１の部分対物系（１１，７１１）が、第１の光軸（３３，７３３）を有し、第２の部
分対物系（１５，７１５）が、第２の光軸（３５，７３５）を有し、第３の部分対物系（
１９，７１９）が、第３の光軸（３７，７３７）を有し、
　前記照明系（４０５）が、前記照明モードに応じて、異なる個数の照明極及び異なる形
状の照明極を用いて前記投影対物系の入射瞳を照明し、
　照明極が、強度が最大強度の１０％を下回らない前記入射瞳の強度分布内の連続領域を
表し、
　前記少なくとも１つの照明モードは、凹ミラーに隣接するレンズの該凹ミラーに対面す
る面上で最大面パワー密度が０．６Ｗ／ｃｍ2よりも低く、物体平面内の照明光の合計パ
ワーが１．５Ｗよりも大きい時にのみ提供される、
　マイクロリソグラフィのための投影露光装置（４０１）を作動させる方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３つの部分対物系を含む物体平面内の物体視野を像平面内の像視野上に結像
するためのマイクロリソグラフィのための反射屈折投影対物系と、少なくとも１つの照明
モードを設けるための照明系、及び３つの部分対物系を含む物体平面内の物体視野を像平
面内の像視野上に結像するための反射屈折投影対物系を含むマイクロリソグラフィのため
の投影露光装置と、同じく少なくとも１つの照明モードを設けるための照明系、及び３つ
の部分対物系を含む物体平面内の物体視野を像平面内の像視野上に結像するための反射屈
折投影対物系を含むマイクロリソグラフィのための投影露光装置を作動させる方法とに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　物体視野は、反射屈折投影対物系の第１の部分対物系を用いて第１の実中間像上に結像
され、第１の中間像は、第２の部分対物系を用いて第２の実中間像上に結像され、第２の
中間像は、第３の部分対物系を用いて像平面内の像視野へと最終的に結像される。第２の
部分対物系は、厳密に１つの凹ミラー及び少なくとも１つのレンズを有する反射屈折対物
系である。更に、反射屈折投影対物系は、２つの折り返しミラーを有し、第１の折り返し
ミラーは、物体平面から来る投影光を第２の部分対物系の凹ミラーの方向に偏向させ、第
２の折り返しミラーは、第２の部分対物系の凹ミラーから来る投影光を像平面の方向に偏
向させる。投影対物系は、厳密に２つの実中間像を有する。
【０００３】
　この種の反射屈折投影対物系は、ＵＳ２００９／００５９３５８Ａ１から公知である。
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【０００４】
　投影対物系は、像平面内で１．０よりも大きい開口数を有する。
【０００５】
　この種の反射屈折投影対物系は、例えば、ＵＳ２００９／００３４０６１Ａ１及びＵＳ
２００５／０２４８８５６Ａ１から公知である。
【０００６】
　第２の部分対物系は、厳密に１つの凹ミラーを有するので、投影光は、第２の部分対物
系のレンズを２度、正確には、最初は第１の折り返しミラーから凹ミラーへの射出経路(o
utgoing path)上で、２度目は凹ミラーにおける投影光の反射の後に凹ミラーから第２の
折り返しミラーへの戻り経路(return path)上で通過する。この二重通過の結果として、
投影光の射出経路上と戻り経路上の両方においてこれらのレンズの同一領域が投影光によ
って照射された場合には、これらのレンズの局所放射線負荷(radiation loading)は、単
一通過と比較すると倍加する可能性がある。
【０００７】
　この場合、放射線負荷は、光源の放射入力光パワーが大きい程、かつ投影光ビームの範
囲が小さい程、益々高くなる。光源のパワーの増大、及び投影対物系の瞳付近の領域内の
投影光ビームの範囲の縮小は、投影露光装置に見出される現時点での要求である。これは
、光源の光パワーの増大が、マイクロリソグラフィ投影露光装置のスループットの増大を
有することを意味する。解像度を高めるために、投影対物系の入射瞳は、入射瞳の範囲と
比較して小さい瞳領域、いわゆる照明極内でのみ照明される。この場合、入射瞳内での照
明光の強度分布は、照明モードを特徴付ける。照明極は、強度が最大強度の１０％を下回
らない入射瞳内の強度分布範囲内で連続する領域を表している。更に、これらの照明極は
、通常は入射瞳の縁部に位置する。この場合、入射瞳は、投影対物系内に入射するビーム
の境界を定める仮想開口部又は実開口部である。それは、投影対物系の開口絞りによって
構成され、開口絞りは、光方向にこの開口絞りの上流に置かれたレンズ又はミラーの屈折
面又は反射面によって結像される。従って、入射瞳は、投影対物系の開口絞りの物体側の
像を表している。照明光が回折される構造担持マスクが、投影対物系の物体視野に配置さ
れる場合、ゼロ次回折及び投影対物系の解像度限界付近の構造幅の場合では１次回折を除
く高次回折によって特徴付けられる投影光分布が、その後の瞳平面内で発生する。この場
合、ゼロ次回折における投影光分布は、入射瞳内の照明分布に対応する。従って、投影対
物系の入射瞳内に生じるもののような照明極は、投影対物系のその後の瞳平面にも現れる
。入射瞳に共役な瞳平面は、第２の部分対物系の凹ミラー上、又は少なくともこの凹ミラ
ーの近くに置かれる。従って、投影対物系の入射瞳内に照明系によって生成されるものの
ような照明極による照明は、凹ミラー上、及び凹ミラーの近くに配置された第２の部分対
物系のレンズ上にも存在する。その結果、解像度の増大は、凹ミラーの近くに配置された
レンズの局所放射線負荷の増大を招く。
【０００８】
　投影光の波長を短くすることによっても解像度は増大する。従って、投影露光装置では
、深紫外波長範囲、すなわち、例えば、２４８ｎｍ、１９３ｎｍ、又は１５７ｎｍの波長
を有するレーザ光源が用いられる。この波長範囲では、例えば、石英又はフッ化カルシウ
ムのような一般的なレンズ材料は、照射に起因する損傷を示す。例えば、石英の場合には
、材料の圧密化、材料の希薄化、これらによって誘起される応力、及び更にそれを原因と
する応力複屈折が発生する可能性がある。同様に、偏光誘起の複屈折の影響も公知であり
、この場合、材料の変質は、投影光の偏光状態に依存する。更に、照射は、色中心の形成
に起因する伝達損失を招く可能性がある。上述の影響は、部分的に放射照度に非線形に依
存し、従って、放射線負荷の倍加は、放射照度に線形に依存する影響の場合のものよりも
有意に大きい損傷を招く可能性がある。
【０００９】
　凹ミラーに隣接するレンズに対する二重通過、スループットを高めるための光源の光パ
ワーの増大、入射瞳の及び従って凹ミラーに隣接するレンズの小さい範囲を有する照明極
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による照明、深紫外光の使用、及び放射線負荷に起因して損傷を受ける可能性があるレン
ズ材料の使用は、この種類の投影対物系の場合に、凹ミラーに隣接して配置された第２の
部分対物系のレンズが、投影露光装置の作動によって損傷を受ける特に高い危険性にさら
されるという影響を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】ＵＳ２００９／００５９３５８Ａ１
【特許文献２】ＵＳ２００９／００３４０６１Ａ１
【特許文献３】ＵＳ２００５／０２４８８５６Ａ１
【特許文献４】ＵＳ２００７／０１６５２０２Ａ１
【特許文献５】ＷＯ２００９／０８０２３１Ａ１
【特許文献６】ＵＳ７，５５１，２６１Ｂ２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　次に、本発明の目的は、上述の境界条件にも関わらず、均一の品質を有する半導体構成
要素のリソグラフィ製造を可能にする反射屈折投影対物系と、照明系及び反射屈折投影対
物系を含む投影露光装置と、同じく照明系及び反射屈折投影対物系を含む投影露光装置を
作動させる方法とを明示することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的は、物体平面内の物体視野を像平面内の像視野上に結像するためのマイクロリ
ソグラフィのための投影対物系であって、物体視野を第１の実中間像上に結像するための
第１の部分対物系と、第１の中間像を第２の実中間像上に結像するための第２の部分対物
系と、第２の中間像を像視野上に結像するための第３の部分対物系とを含み、第２の部分
対物系は、厳密に１つの凹ミラー及び少なくとも１つのレンズを有し、投影対物系は、物
体平面から来る放射線を凹ミラーの方向に偏向するための第１の折り返しミラー、及び凹
ミラーから来る放射線を像平面の方向に偏向するための第２の折り返しミラーを有し、投
影対物系は、厳密に２つの実中間像を有し、投影対物系は、像平面内で１．０よりも大き
い開口数を有し、かつ凹ミラーのミラー面の光学的利用領域と、凹ミラーに隣接するレン
ズの凹ミラーに対面する面の光学的利用領域との間の最小距離は、１０ｍｍ、好ましくは
２０ｍｍよりも大きいことを特徴とする投影対物系を用いて達成される。
【００１３】
　ミラー面又はレンズ面の光学的利用領域は、物体視野の範囲に基づいて、最大に開かれ
た開口絞りの場合に可能な全ての光線の交点が位置する領域を意味するように理解される
。それと比較して、レンズ又はミラーの物理的範囲は、製造公差及びレンズ又はミラーの
機械的装着の必要性に起因して一般的に光学的利用領域よりも大きい。その距離は、凹ミ
ラーのミラー面上における凹ミラーの光学的利用領域内の点と、凹ミラーに隣接するレン
ズの凹ミラーに対面する面上におけるこの面の光学的利用領域内の点との間で決定される
。この場合、最小距離は、全ての可能な距離の値の最小値となる。
【００１４】
　凹ミラーのミラー面と隣接するレンズ面との間の距離が小さい場合には、範囲の広い光
ビームの光線が、射出経路上と戻り経路とにおいて一般的に重複する領域内でレンズ面を
通過するのに対して、凹ミラーのミラー面と隣接するレンズ面との間の距離を大きくする
と、この重複を回避することができる。この場合、凹ミラーに隣接して配置されたレンズ
は、依然として２度の通過を確かに受けるが、今度は空間的に分離した経路上で通過を受
ける。その結果、放射線負荷は、いかなる領域内でも倍加されない。
【００１５】
　凹ミラーへの射出経路上の光ビームと凹ミラーからの戻り経路上の光ビームとの空間的
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分離は、この種類の投影対物系が、軸外に配置された物体視野を有するということによっ
て引き起こされる。すなわち、光軸と物体平面との交点は、物体視野の外側に位置する。
従って、第１の中間像及び第２の中間像も軸外に、正確に言えば、光軸に対して反対側に
配置される。その結果、第１の中間像と第２の中間像は、互いに空間的に分離する。それ
とは対照的に、瞳平面内及び従って瞳平面の近くに配置された第２の部分対物系の凹ミラ
ー上での照明は、視野に依存せず、すなわち、物体視野の形状及び位置に依存しない。そ
の結果、軸外に配置された中間像平面の領域内では、射出経路上の放射線ビームと戻り経
路上の放射線ビームとは、空間的に分離した方式で進むが、凹ミラーの領域内では、射出
経路上の放射線ビームと戻り経路上の放射線ビームとの重複、及び従って放射線負荷の倍
加が発生する。
【００１６】
　投影対物系の入射瞳内の照明極から出射する光線が、射出経路上と戻り経路上とで空間
的に分離した領域内で凹ミラーに対面するレンズ面を通過するか否かということは、入射
瞳内の照明極のいわゆるｙ方向における範囲に依存する。この場合、ｙ方向は、投影対物
系のそれぞれの光軸に対して垂直な直線に対して平行に延び、かつ投影対物系の対称平面
に位置する。対称平面は、３つの部分対物系の３つの光軸により張られる。この場合、部
分対物系の光軸は、それに対して部分対物系の光学要素の光学面が回転対称な数学的面記
述を有する連続的な直線を表すが、これらの光学要素の境界は、この光軸に関して必ずし
も回転対称に実施する必要はない。第１の光軸から第２の光軸への移行は、第１の折り返
しミラーを通じて発生する。第２の光軸から第３の光軸への移行は、第２の折り返しミラ
ーを通じて発生する。すなわち、ｙ方向は、各折り返しミラーにおいて光軸の方向変化に
従ってその方向を変化させる。この折り返し幾何学形状によると、物体視野は、対称平面
に関して対称に配置されるが、第１の部分対物系の光軸に関してｙ方向に偏心して配置さ
れる。従って、第１の中間像及び第２の中間像も、光軸に関してｙ方向に偏心した方式で
配置される。その結果、凹ミラーに隣接するレンズ面上での射出経路上の放射線ビームと
戻り経路上の放射線ビームとの分離も、放射線ビームが、レンズ面と凹ミラーの間の距離
に依存するｙ方向の範囲を超えない時にのみ発生する。この範囲は、その結果として、入
射瞳内でのｙ方向の照明極の範囲に直接に依存する。
【００１７】
　凹ミラーの光学的利用領域と、凹ミラーに隣接するレンズの凹ミラーに対面する面の光
学的利用領域との間の最小距離が１０ｍｍよりも大きい場合には、例えば、ｙ方向に瞳平
面の瞳半径の１％の照明極範囲を有する投影光ビームは、射出経路上と戻り経路上とで空
間的に分離した領域内を進む。
【００１８】
　本発明の一実施形態では、上述の距離は、２０ｍｍよりも大きい。この場合、例えば、
投影対物系の入射瞳内でｙ方向に瞳半径の２％の照明極範囲を有する投影光ビームは、射
出経路上と戻り経路上とで空間的に分離した領域内を進む。
【００１９】
　本発明の一実施形態では、上述の距離は、３０ｍｍよりも大きい。この場合、例えば、
投影対物系の入射瞳内でｙ方向に瞳半径の４％の照明極範囲を有する投影光ビームは、射
出経路上と戻り経路上とで空間的に分離した領域内を進む。
【００２０】
　本発明の一実施形態では、上述の距離は、４０ｍｍよりも大きい。この場合、例えば、
投影対物系の入射瞳内でｙ方向に瞳半径の５％の照明極範囲を有する投影光ビームは、射
出経路上と戻り経路上とで空間的に分離した領域内を進む。
【００２１】
　一般的に、この種類の投影対物系の場合には、凹ミラーは、像視野曲率の良好な補正の
目的で隣接するレンズ面と比較して大きな曲げを有する。これは、凹ミラーと隣接するレ
ンズ面との間の距離が、凹ミラーの縁部で最小であるという効果を有する。従って、射出
経路上の光ビームと戻り経路上の光ビームとの空間的分離は、光ビームが凹ミラーの縁部
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を目標にする場合、すなわち、入射瞳の縁部にある照明極から発する場合には、隣接する
レンズ面上では特に困難である。従って、照明極が入射瞳の縁部に配置され、ｙ方向の照
明極範囲が入射瞳の瞳半径の２％よりも大きい場合には、凹ミラーに隣接するレンズの凹
ミラーに対面するレンズ面上の放射線負荷を低減するために、入射瞳内の照明極から出射
し、物体視野内の中心物体点において物体平面と交わる全ての光線が、凹ミラーに隣接す
るレンズの凹ミラーに対面する面を凹ミラーに向う光路上及び凹ミラーから離れる光路上
で空間的に分離した領域を通過するように、凹ミラーと凹ミラーに隣接するレンズとの間
の距離が大きく選択される。入射瞳において入射瞳の縁部から最大距離で瞳半径の５％の
位置にある照明極が、照明極の最大強度に対して少なくとも１０％の強度を有する場合に
、照明極は、入射瞳の縁部に配置されている。ｙ方向の照明極範囲は、ｙ方向に沿って照
明極の強度プロフィールを通る断面を取り、最大値から進んで、最大値に対して１０％の
値に低下する２つの１０％点の間の距離を求めることによって求められる。この場合、ｙ
方向の照明極範囲は、この照明極における１０％点の間の距離において可能な最大値を表
している。中心物体点は、物体平面と対称平面との直線交線上に位置し、かつｙ方向に上
側物体視野縁部からと下側物体視野縁部からとの同じ距離の位置にある物体点を意味する
ように理解される。
【００２２】
　本発明の一実施形態では、それ以外の境界条件が同一であると、照明極のｙ方向の範囲
は、入射瞳の瞳半径の５％よりも大きく、全ての光線は、依然として射出経路上と戻り経
路上とで空間的に分離した領域内で凹ミラーに対面するレンズ面を通過する。
【００２３】
　本発明の一実施形態では、それ以外の境界条件が同一であると、照明極のｙ方向の範囲
は、入射瞳の瞳半径の８％よりも大きく、全ての光線は、依然として射出経路上と戻り経
路上とで空間的に分離した領域内で凹ミラーに対面するレンズ面を通過する。
【００２４】
　第２の部分対物系の凹ミラーは、像視野曲率の補正に有意な寄与をもたらす。この場合
、この寄与は、凹ミラーの曲率が大きい程、益々大きくなる。凹ミラーの曲率は、光ビー
ムに対して発散効果を作用する負の光学屈折力を有するレンズ、いわゆる負のレンズが光
方向に凹ミラーの上流に配置された場合に更に増大する可能性がある。凹ミラーの直径を
可能な限り小さく保つために、一般的に、負のレンズは、凹ミラーから僅かな距離の位置
にある。この僅かな距離は、正確に言えば、一方で瞳平面に近い凹ミラーの配列に起因し
て凹ミラーの直径が投影対物系の開口数と共に増大するという理由から、他方で凹ミラー
の曲率が像視野曲率の補正によってのみ与えられるという理由から、特に、像平面内の開
口数が１．０よりも大きい時に必要である。従って、直径が増大するのと同時に、凹ミラ
ーの開口、すなわち、頂点半径に対する半ミラー直径の比が増大し、１．０よりも大きい
開口数では半球に近いミラー幾何学形状が生じる可能性がある。負のレンズと凹ミラーの
間の有限の縁部距離を保証するためには、負のレンズと凹ミラーの間の面頂点距離を大き
くする必要がある。半球形状の凹ミラーという極端な場合には、負のレンズは、曲率中心
の近くに位置することになる。凹ミラーは、基本的には１：１の結像を引き起こすので、
負のレンズは、結果として２つの中間像の近くに配置されることになる。この場合、凹ミ
ラーと負のレンズの間の距離をそれ以上大きくすることはできない。それとは対照的に、
１．０よりも小さい開口数の場合には、状況は大きく緩和される。像視野曲率の同じ補正
に対して、ミラーは、有意に小さい開口を有し、それによって凹ミラーと負のレンズ間の
長い縁部距離をより容易に得ることができる。１．０よりも大きい開口数の場合に像視野
曲率の補正への凹ミラーの寄与を同時に低減することなく凹ミラーと隣接する負のレンズ
の間の距離を大きくした場合には、ミラー直径は増大し、凹ミラーは、半球形状を帯び、
負のレンズは、中間像の近くに位置する。大きい直径及び半球形状を有する凹ミラーは、
生産工学の観点から好ましくない。その結果、像平面内で１．０よりも大きい開口数では
、像視野曲率の補正及び生産工学の理由から、凹ミラーと隣接するレンズの間の距離が小
さいことが好ましい。この小さい距離と矛盾することが、投影光ビームを分離することに
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よって放射線負荷を低減するために凹ミラーと隣接するレンズの間の距離を大きくすると
いう要求である。従って、凹ミラーと隣接するレンズの間の距離は、一方で凹ミラーに隣
接するレンズの放射線負荷を低減するのに必要であり、他方で適切な場合に投影対物系の
他の光学要素からの像視野曲率の補正への付加的な寄与を有する像視野曲率の補正を依然
として保証する範囲に限って増大される。
【００２５】
　投影対物系は、３つの部分対物系を有し、厳密に２つの実中間像を有する。３つの部分
対物系内にはいかなる更に別の中間像も存在しない。本発明の一実施形態では、第２の部
分対物系のみが、厳密に１つの凹ミラーを有する投影対物系として実施され、それに対し
て第１の部分対物系及び第３の部分対物系は純屈折方式で実施され、すなわち、いかなる
結像ミラーも持たない。その結果、第２の部分対物系の凹ミラーが、像視野曲率の補正に
不可欠な寄与を提供する。
【００２６】
　本発明の一実施形態では、凹ミラーの面頂点と凹ミラーに隣接するレンズの面頂点との
間の距離は、凹ミラーの頂点半径よりも短い。この場合、凹ミラーの頂点半径は、凹ミラ
ーの面頂点における半径を規定する。そうでなければ更に別の実中間像が、凹ミラーと凹
ミラーに隣接するレンズとの間に生じることになる。この場合、面頂点は、面と光軸の交
点を表している。従って、面頂点の間の距離は、光軸に沿って測定される。
【００２７】
　本発明の一実施形態では、凹ミラーの面頂点と凹ミラーに隣接するレンズの面頂点との
間の距離は、凹ミラーの頂点半径の７０％よりも短い。
【００２８】
　本発明の一実施形態では、２つの折り返しミラーは、別々のミラーとして実施される。
【００２９】
　本発明の別の実施形態では、２つの折り返しミラーは、モノリシック体、例えば、底面
として三角形を有するプリズムの反射被覆側面として実現される。
【００３０】
　本発明の一実施形態では、第２の部分対物系の凹ミラーは、２００ｍｍよりも小さい頂
点半径を有する。凹ミラーは、ｒが凹ミラーの頂点半径である時に、２／ｒの負の寄与で
ペッツヴァル和に寄与する。ペッツヴァル和は、像視野曲率の尺度である。補正された像
視野曲率では、ペッツヴァル和は消失する。正の屈折力を有するレンズはペッツヴァル和
を増大させるので、像視野曲率の補正には、２００ｍｍよりも小さい頂点半径を有する凹
ミラーが、その大きい負の寄与の理由から好ましく、正確に言えば、投影対物系が像平面
内で１．０よりも大きい開口数を有する時には大きい正の屈折力が用いられるので、その
場合には特に好ましい。
【００３１】
　本発明の一実施形態では、第２の部分対物系の凹ミラーは、２６０ｍｍよりも小さい光
学的利用領域直径を有する。それによって達成されることは、妥当な経費で凹ミラーを製
造してその品質を認定することができることである。
【００３２】
　本発明の一実施形態では、凹ミラーに隣接するレンズは、石英から成る。石英は、高い
放射線負荷の場合には上述の損傷を示す。この損傷は、石英から成るレンズの場合に、凹
ミラーとこのレンズの間の距離が、ｙ方向に小さい範囲を有する照明極の場合に射出経路
上で照射される領域と戻り経路上で照射される領域とが互いに空間的に分離するような範
囲まで増大されることを保証するという対処が行われた場合には回避することができる。
【００３３】
　本発明の一実施形態では、投影対物系の全てのレンズは石英から成る。
【００３４】
　本発明の一実施形態では、光方向に像平面の上流に配置されたレンズ以外の投影対物系
の全てのレンズは、石英から成る。本発明の一実施形態では、光方向に像平面の上流に配
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置されるレンズは、石英よりも高く、特に、１．８よりも高い屈折率を有する材料から成
る。本発明の一実施形態では、光方向に像平面の上流に配置されるレンズは、スピネルか
ら成る。高い屈折率を有する材料の使用により、像平面内の開口数を１．４よりも大きい
値に高めることができる。
【００３５】
　２度の通過を受ける第２の部分対物系のレンズの放射線負荷の低減により、投影対物系
の入射瞳を投影対物系の入射瞳の瞳半径の８％よりも小さいｙ方向の最大範囲を有する少
なくとも１つの照明極で照明することを可能にする投影露光装置を提供することが可能に
なる。この場合、マイクロリソグラフィのための投影露光装置は、少なくとも１つの照明
モードを設けるための照明系と、物体視野を第１の実中間像上に結像するための第１の部
分対物系、第１の中間像を第２の実中間像上に結像するための第２の部分対物系、及び第
２の中間像を像視野上に結像するための第３の部分対物系を含む物体平面内の物体視野を
像平面内の像視野上に結像するための投影対物系とを含み、第２の部分対物系は、厳密に
１つの凹ミラー及び少なくとも１つのレンズを有し、投影対物系は、物体平面から来る放
射線を凹ミラーの方向に偏向するための第１の折り返しミラー、及び凹ミラーから来る放
射線を像平面の方向に偏向するための第２の折り返しミラーを有し、投影対物系は、厳密
に２つの実中間像を有し、かつ投影対物系は、像平面内で１．０よりも大きい開口数を有
する。この場合、照明系は、可能な照明モードのうちの１つにおいて、ｙ方向に入射瞳の
瞳半径の８％よりも小さい最大極範囲を有する少なくとも１つの照明極で投影対物系の入
射瞳を照明するように構成される。
【００３６】
　少なくとも１つの照明モードを設けるために、照明系は、例えば、適切な回折光学要素
又は傾斜可能ミラーの２次元配列を有する。傾斜可能ミラーの２次元配列は、照明系の射
出瞳内又は照明系に続く投影対物系の入射瞳内に望ましい照明モードが設けられるように
照明光を操作する。この照明モードは、例えば、ｙ方向に入射瞳の瞳半径の８％よりも小
さい最大範囲を有する少なくとも１つの照明極を有する。
【００３７】
　本発明の一実施形態では、照明系は、少なくとも１つの照明極が入射瞳の中心を照明す
るように構成される。この場合、入射瞳の中心は、第１の部分対物系の光軸と入射瞳平面
との交点によって与えられる。入射瞳が、その中心に限って小さい範囲を有する単一の照
明極で照明される場合の照明モードは、特に、位相シフトマスクが用いられる場合に用い
られるいわゆるコヒーレント照明を引き起こす。
【００３８】
　本発明の別の実施形態では、照明系は、全ての照明極が入射瞳の縁部に配置されるよう
に構成される。照明極が入射瞳の中心の外側に配置される場合の照明モードは、照明極の
個数に依存して二重極、四重極、又は多重極照明と呼ばれる。物体視野に配置された構造
を有する像が、ゼロ次の回折次数と１次の回折次数との干渉の結果として発生する場合に
は、ゼロ次の回折次数と１次の回折次数が対物瞳の縁部で対物瞳の両側に置かれた場合に
解像度限界に達する。これは、投影対物系の入射瞳が、入射瞳の縁部に配置された少なく
とも１つの照明極で照明されることを前提とする。
【００３９】
　本発明の一実施形態では、入射瞳は、入射瞳の中心に関して反対に位置する対になった
照明極で照明される。投影対物系内でのゼロ次の回折次数と１次の回折次数とは異なる強
度を有するので、入射瞳の中心に関して反対に位置する対になった照明極を有効光源とし
て用いる構造の照明の結果として、投影対物系の像平面内で対称な露光条件が発生する。
【００４０】
　２度の通過を受ける第２の部分対物系のレンズが、放射線負荷に起因して損傷を受ける
か否かということは、レンズ面上に入射する最大面パワー密度に依存する。２度の通過を
受ける第２の部分対物系のレンズのうちで、凹ミラーに隣接するレンズの凹ミラーに対面
する面は、瞳平面に最も近く配置されるので、最も高い負荷を有する。この場合、発生す
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る最大面パワー密度は、投影露光装置の照明系によって設けられる照明モードに依存する
。特定の照明モードが、投影対物系の入射瞳内で光を再分布させることだけによって設定
される場合には、その後の投影対物系内のレンズ面を照明する際の合計パワーは、照明モ
ードには事実上依存せずに留まる。それとは対照的に、照明極の範囲が小さくなる時に、
個々の照明極内の面パワー密度は増大する。従って、照明系は、全ての照明モードにおい
て、凹ミラーに隣接するレンズの凹ミラーに対面する面上で最大面パワー密度が０．６Ｗ
／ｃｍ2よりも低く、物体平面内の照明光の合計パワーが１．５Ｗよりも大きいように構
成される。この構成は、例えば、上述のレンズ面上の最大面パワー密度が、所定の照明モ
ードに起因して既知であり、最大面パワー密度が、所定の閾値よりも低い時にのみ照明モ
ードを設定することができるということによって達成される。この場合、面パワー密度は
、例えば、入射瞳の照明に基づく適切なシミュレーション計算を用いて事前に求めること
ができる。シミュレーション計算の結果は、例えば、投影露光装置の制御プログラムが望
ましい照明モードに対してこの望ましい照明モードを設定することができるか否かを判断
することを可能にする形態で、投影露光装置の中央コンピュータ内に記憶することができ
る。
【００４１】
　本発明はまた、少なくとも１つの照明モードを設けるための照明系と、物体視野を第１
の実中間像上に結像するための第１の部分対物系、第１の中間像を第２の実中間像上に結
像するための第２の部分対物系、及び第２の中間像を像視野上に結像するための第３の部
分対物系を含む物体平面内の物体視野を像平面内の像視野上に結像するための投影対物系
とを含み、第２の部分対物系が、厳密に１つの凹ミラー及び少なくとも１つのレンズを有
し、投影対物系が、物体平面から来る放射線を凹ミラーの方向に偏向するための第１の折
り返しミラー、及び凹ミラーから来る放射線を像平面の方向に偏向するための第２の折り
返しミラーを有し、投影対物系が、厳密に２つの実中間像を有し、かつ投影対物系が、像
平面内で１．０よりも大きい開口数を有するマイクロリソグラフィのための投影露光装置
を作動させる方法に関する。本方法では、照明系は、照明モードによっては、異なる個数
の照明極及び異なる形態の照明極で投影対物系の入射瞳を照明する。この場合、１つの照
明モードでは、ｙ方向の照明極範囲は、入射瞳の瞳半径の８％よりも小さいか又はそれに
等しい。
【００４２】
　本発明はまた、少なくとも１つの照明モードを設けるための照明系と、物体視野を第１
の実中間像上に結像するための第１の部分対物系、第１の中間像を第２の実中間像上に結
像するための第２の部分対物系、及び第２の中間像を像視野上に結像するための第３の部
分対物系を含む物体平面内の物体視野を像平面内の像視野上に結像するための投影対物系
とを含み、第２の部分対物系が、厳密に１つの凹ミラー及び少なくとも１つのレンズを有
し、投影対物系が、物体平面から来る放射線を凹ミラーの方向に偏向するための第１の折
り返しミラー、及び凹ミラーから来る放射線を像平面の方向に偏向するための第２の折り
返しミラーを有し、投影対物系が、厳密に２つの実中間像を有し、かつ投影対物系が、像
平面内で１．０よりも大きい開口数を有するマイクロリソグラフィのための投影露光装置
を作動させる方法に関する。本方法では、少なくとも１つの照明モードは、凹ミラーに隣
接するレンズの凹ミラーに対面する面上で最大面パワー密度が０．６Ｗ／ｃｍ2よりも低
く、それに対して物体平面内の照明光の合計パワーが１．５Ｗよりも大きい時にのみ提供
される。
【００４３】
　下記では、本発明の詳細内容を図に示す例示的な実施形態に基づいてより完全に説明す
る。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】反射屈折投影対物系のレンズ断面を示す図である。
【図２】第１の照明モードに対する図１に記載の投影対物系のレンズ断面からの抜粋を示
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す図である。
【図３】第２の照明モードに対する図１に記載の投影対物系のレンズ断面からの抜粋を示
す図である。
【図４】マイクロリソグラフィ投影露光装置の概略図である。
【図５】２つの照明極による入射瞳の照明を示す図である。
【図６】凹ミラーに隣接するレンズ面上の最大面パワー密度を図１に記載の投影対物系に
おいて照明極のｙ方向の照明極範囲の関数として示す図である。
【図７】反射屈折投影対物系のレンズ断面を示す図である。
【図８】従来技術の反射屈折投影対物系のレンズ断面を示す図である。
【図９】第１の照明モードに対する図８に記載の投影対物系のレンズ断面からの抜粋を示
す図である。
【図１０】第２の照明モードに対する図８に記載の投影対物系のレンズ断面からの抜粋を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　図１は、反射屈折投影対物系１のレンズ断面を示している。投影対物系１における光学
データは、表１にまとめられている。用いられるレンズ材料は、像平面に隣接するレンズ
以外の全てのレンズにおいて、１９３．３０６ｎｍの波長でｎ＝１．５６０３２６１の屈
折率を有する石英（ＳｉＯ２）であり、像平面に隣接するレンズでは、１９３．３０６ｎ
ｍの波長でｎ＝１．９１の屈折率を有するスピネル（ＭｇＡｌ2Ｏ4）である。非球面は、
以下のサジッタ式によって記述することができる。
【００４６】
【数１】

【００４７】
　この場合、ｐは、半径方向距離ｈ［ｍｍ］の場合に非球面の頂点を通る光軸に対して垂
直な平面からの非球面の軸線方向距離［ｍｍ］を表し、Ｒは、頂点半径［ｍｍ］を表し、
Ｋは、円錐定数を表し、Ｃkは、次数ｋの個々の非球面定数［１／ｍｍ2k+2］を表してい
る。
【００４８】
　投影対物系１は、物体平面５内の物体視野３を像平面９内の像視野７上に結像する。投
影対物系１は、物体視野３を第１の実中間像１３上に結像する第１の部分対物系１１、第
１の中間像１３を第２の実中間像１７上に結像する第２の部分対物系１５、及び第２の中
間像１７を像視野７上に結像する第３の部分対物系１９を含む。第２の部分対物系１５は
、凹ミラー２１及び３つのレンズを有する反射屈折対物系として実施される。この場合、
レンズ２３は、凹ミラーに隣接して配置される。レンズ２３のレンズ面２５は、凹ミラー
２１に対面する。第１の中間像１３の領域内には、折り返しミラー２７が配置され、この
折り返しミラーは、物体平面５から来る投影光を凹ミラー２１の方向に偏向させる。第２
の中間像１７の領域内には、折り返しミラー２９が配置され、この折り返しミラーは、凹
ミラー２１から来る投影光を像平面９の方向に偏向させる。
【００４９】
　第１の部分対物系１１は、第１の光軸３３を有し、第２の部分対物系１５は、第２の光
軸３５を有し、第３の部分対物系１９は第３の光軸３７を有する。光軸３３、３５、及び
３７は、作図面と一致する対称平面に延びている。各部分対物系１１、１５、及び１９で
は、ｙ方向は、対称平面に位置する直線であり、それぞれの光軸３３、３５、及び３７に
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対して垂直な直線に対して平行に延びるように定められる。
【００５０】
　物体視野３内のｙ＝－１０ｍｍ及びｙ＝－３２ｍｍにおける２つの物体点に関する各場
合に、主光線及び２つの周辺光線を示している。主光線は、開口絞り３１の領域内で光軸
３７と交わり、像平面９内ではテレセントリックに、すなわち、光軸３７に対して平行に
進む。周辺光線は、対称平面内で進み、開口絞り３１の縁部によって定められる。
【００５１】
　第１の部分対物系１１は、面番号１から２０を有する面によって形成され、第２の部分
対物系１５は、面番号２２から３４を有する面によって形成され、第３の部分対物系１９
は、面番号３６から６０を有する面によって形成される。面番号２１及び３５を有する折
り返しミラー２７及び２９は、平面ミラーとして結像にはいかなる影響も持たず、投影光
を偏向するだけであるから、これらの折り返しミラー２７及び２９は、３つの部分対物系
１１、１５、及び１９のいずれにも割り当てられない。折り返しミラー２７及び２９は、
平面ミラーとして実施されるが、原理的には、これらのミラーは、補正面を有することが
できる。折り返しミラー２７及び２９は、別々のミラーとして実施することができ、又は
これらのミラーは、モノリシック体、例えば、底面として三角形を有するプリズムの反射
被覆側面によって形成される。
【００５２】
　投影対物系１は、像平面９内でＮＡ＝１．５５の開口数を有する。作動波長は、１９３
．３０６ｎｍである。矩形の像視野７の範囲は、２６．０ｍｍ×５．５ｍｍである。像視
野７は、光軸３３から２．５１ｍｍの最小距離の位置にある。投影対物系１は、０．２５
という絶対結像スケール値を有する。投影対物系１は、液浸投影対物系であり、この場合
、作動中に、最後のレンズ面と露光される物体との間に波長１９３．３０６ｎｍで１．６
５という屈折率を有するデカリン（デカヒドロナフタレン）が液浸液として置かれる。
【００５３】
　凹ミラー２１の光学的利用領域と凹ミラー２１に隣接して配置されたレンズ２３のレン
ズ面２５の光学的利用領域との間の最小距離は、４４．６ｍｍである。凹ミラー２１の光
学的利用領域は、２５０．６ｍｍの直径を有し、レンズ面２５の光学的利用領域は、１９
９．８ｍｍの直径を有する。凹ミラー２１は、レンズ面２５よりも大きい曲率を有するの
で、最小距離は、凹ミラー２１の光学的利用領域の縁部とレンズ面２５の光学的利用領域
の縁部との間の対称平面内で発生する。
【００５４】
　凹ミラー２１の面頂点と凹ミラーに隣接するレンズ２３の面頂点との間の距離は、７２
．９ｍｍである。凹ミラー２１の頂点半径は、１７５．７ｍｍである。従って、頂点距離
は、頂点半径よりも短く、特に、頂点半径の７０％よりも短い。
【００５５】
　凹ミラー２１は、１７５．７ｍｍの頂点半径、及び２５０．６ｍｍの光学的利用領域直
径を有する。従って、凹ミラー２１のペッツヴァル和への寄与は、２／１７５．６８ｍｍ
-1＝０．０１１ｍｍ-1である。
【００５６】
　凹ミラーに隣接するレンズ２３は、高い放射線負荷の場合に、例えば、材料の圧密化、
材料の希薄化、及び偏光誘起の複屈折を示す石英から成る。
【００５７】
　図２は、図１に記載のレンズ断面からの抜粋であるが、図１に例示しているものとは異
なる光線を有するものを示している。この図は、凹ミラー２１及び凹ミラーに隣接して配
置されたレンズ２３を示している。更に、この図は、投影対物系の入射瞳内の円形の照明
極から出射するビームの境界を対称平面内で定め、かつ（ｘ，ｙ）＝（０ｍｍ，－２０．
８９ｍｍ）にある中心視野点において物体平面５と交わる２つの開口光線３９及び４１を
示している。照明極は、入射瞳の中心に配置され、ｙ方向に入射瞳の瞳半径の９．６％の
範囲を有する。２つの開口光線３９及び４１は、表２に指定している光線座標を有する。
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【００５８】
（表２）

【００５９】
　この場合、ｘf及びｙfは、開口光線の物体平面５との交点を特定し、ｘp及びｙpは、投
影対物系１の入射瞳内での開口光線の相対瞳座標を特定する。この場合、相対瞳座標は、
投影対物系１の開口数ＮＡ＝１．５５によって定められる入射瞳の瞳半径に関連する。（
ｘp，ｙp）＝（０，０）では、開口光線は、主光線と一致することになる。（ｘp，ｙp）
＝（０，１）では、開口光線は、周辺光線になると考えられる。次に、開口光線は、開口
絞り３１の縁部を通過し、従って、像平面９内で主光線に対して投影対物系１の開口数に
対応する角度を有する。２つの開口光線３９と４１によって境界が定められるビームは、
第２の部分対物系１５のレンズ内で、凹ミラー２１に対する射出経路上と戻り経路上とで
互いに完全に分離して進む。従って、ビームは、射出経路上では領域４３内でレンズ面２
５を通過し、それに対して戻り経路上では領域４３と重複しない領域４５内でレンズ面２
５を通過する。射出経路及び戻り経路上でのビームの重ね合わせがないことに起因して、
２度の通過を受ける第２の部分対物系１５のレンズ内で放射線負荷のいかなる倍加も発生
しない。すなわち、凹ミラー２１とレンズ２３の間の距離は、入射瞳の中心においてｙ方
向に入射瞳の瞳半径の９．６％よりも小さい照明極範囲を有する照明極から出射し、かつ
物体視野３内の中心物体点で物体平面５と交わる全ての光線が、射出経路上と戻り経路上
とで空間的に分離した領域４３内と４５内とにおいて面２５を通過するように長く選択さ
れる。従って、入射瞳の中心においてｙ方向に入射瞳の瞳半径の８．０％よりも小さい照
明極範囲を有する照明極から出射し、かつ物体視野３内の中心物体点で物体平面５と交わ
る全ての光線もまた、射出経路上と戻り経路上とで空間的に分離した領域内で面２５を通
過する。
【００６０】
　図３は、図１に記載のレンズ断面からの図２のものと同じ抜粋であるが、ここでは、投
影対物系の入射瞳内の２つの照明極から出射する２つのビームの境界を対称平面内で定め
、かつ（ｘ，ｙ）＝（０ｍｍ，－２０．８９ｍｍ）にある中心視野点において物体平面５
と交わる４つの開口光線４７、４９、５１、及び５３を示している。２つの照明極は、入
射瞳の縁部に入射瞳の中心に関して中心対称に配置され、ｙ方向に入射瞳の瞳半径の８％
の照明極範囲を有する。４つの開口光線４７、４９、５１、及び５３は、表３に指定して
いる光線座標を有する。
【００６１】
（表３）

【００６２】
　開口光線４７と４９及び５１と５３それぞれによって境界が定められるビームは、凹ミ
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ラー２１に対する射出経路上と戻り経路上とで完全に互いから分離して第２の部分対物系
１５のレンズ内を進む。従って、ビームは、射出経路上では、領域５５及び５９内でレン
ズ面２５を通過し、戻り経路上では、領域５５及び５９と重複しない領域５７及び６１内
でレンズ面２５を通過する。射出経路上と戻り経路上とにおけるビームの重ね合わせの欠
如に起因して、２度の通過を受ける第２の部分対物系１５のレンズ内では放射線負荷のい
かなる倍加も発生しない。この場合、凹ミラー２１とレンズ２３の間の距離は、入射瞳の
縁部に入射瞳の中心に関して中心対称に配置されたｙ方向に入射瞳の瞳半径の８％よりも
小さい照明極範囲を有する２つの照明極から出射し、かつ物体視野３内の中心物体点で物
体平面５と交わる全ての光線が、射出経路上と戻り経路上とで空間的に分離した領域５５
と５７及び５９と６１それぞれの内部において面２５を通過するように長く選択される。
【００６３】
　図４は、半導体構成要素又は他の微細構造化構成要素を製造するように機能するマイク
ロリソグラフィのための投影露光装置４０１を略示している。投影露光装置４０１は、光
源として１９３ｎｍの作動波長を有するエキシマレーザ４０３を有するが、例えば、１５
７ｎｍ又は２４８ｎｍの作動波長を有する他のエキシマレーザも可能である。下流に配置
された照明系４０５は、鮮明に境界が定められ、均一に照明され、同時にその角度分布に
関して下流に配置された投影対物系４１３の要求に適合する照明視野を生成する。
【００６４】
　照明系４０５は、少なくとも１つの照明モードを設けるためのデバイスを有し、それに
よって照明系４０５の射出瞳内、又は下流に配置された投影対物系４１３の入射瞳内に例
えば可変の瞳フィル・ファクタσを有するいわゆる通常照明、輪帯照明、二重極照明、四
重極照明、又は多重極照明を生成することができる。通常照明の場合には、投影対物系の
入射瞳は、入射瞳の中心に関して中心位置方式で配置された理想的に円形の照明極によっ
て照明され、入射瞳の瞳半径に対するこの照明極の半径は、瞳フィル・ファクタσとして
特定される。この場合、ｙ方向における照明極の照明範囲は、瞳フィル・ファクタσの２
倍に対応する。輪帯照明の場合には、投影対物系の入射瞳は、入射瞳の中心に関して中心
位置方式で配置された照明リングによって照明される。二重極照明の場合には、入射瞳は
、入射瞳の中心に関して中心対称に配置された２つの照明極によって照明される。四重極
照明の場合には、入射瞳は、入射瞳の中心に関して中心対称に対になった方式で配置され
た４つの照明極によって照明される。多重極照明の場合には、入射瞳は、入射瞳の中心に
関して中心対称に対になった方式で配置された偶数個の照明極によって照明される。
【００６５】
　少なくとも１つの照明モードを設けるためのデバイスは、例えば、ＵＳ２００７／０１
６５２０２Ａ１又はＷＯ２００９／０８０２３１Ａ１から公知である。ＵＳ２００７／０
１６５２０２Ａ１又はＷＯ２００９／０８０２３１Ａ１では、下流に配置された投影対物
系の入射瞳内に可変照明を設けるために、個別に駆動可能なミラーの２次元配列が用いら
れている。傾斜可能ミラーの２次元配列を用いて光源の照明光を再分布させるに過ぎない
ので、各照明モードは、ほぼ同じ合計パワーを有する。従って、面パワー密度は、照明極
の範囲が縮小された場合に照明極内でそれに対応して増大する。
【００６６】
　代替的に、照明モードは、照明系内で回折光学要素を交換することによって設定するこ
とができる。回折要素は、フーリエレンズ配列により、下流に配置された投影対物系の入
射瞳内の照明分布へと変換することができる角度分布を生成する。少なくとも１つの照明
モードを設定するためのそのようなデバイスは、例えば、ＵＳ７，５５１，２６１Ｂ２か
ら公知である。回折光学要素を交換することによって光源の照明光を再分布させるに過ぎ
ないので、各照明モードは、ほぼ同じ合計パワーを有する。従って、駆動可能ミラー配列
を用いる時のものと類似の方式で、面パワー密度は、照明極の範囲が縮小された場合に照
明極内で増大する。
【００６７】
　光方向に照明系４０５の下流には、レチクル４０７を保持及び操作するためのデバイス
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４０９が配置される。マスクとも呼ぶレチクル４０７は、結像される構造を有する。デバ
イス４０９を用いて、レチクル４０７を走査目的で物体平面４１１内で走査方向に移動さ
せることができる。
【００６８】
　投影対物系４１３は、例えば、図１に例示している反射屈折投影対物系である。反射屈
折投影対物系４１３は、レチクル４０７のうちで照明系４０５によって照明される部分を
ウェーハ４１５上に縮小方式で結像する。ウェーハ４１５は、投影光による照射時に露光
される感光層を有する。
【００６９】
　ウェーハ４１５は、レチクルの走査移動と同期してウェーハ４１５の平行移動を可能に
するデバイス４１９によって保持される。また、デバイス４１９は、ウェーハ４１５を投
影対物系４１３の像平面４１７内に最適に位置決めするマニピュレータを有する。デバイ
ス４１９は、投影対物系の液浸使用に向けて設計される。デバイス４１９は、ウェーハ４
１５を保持するために、浅い窪み又は凹部を有する保持ユニット４２１を有する。保持ユ
ニット４２１は、液浸媒質４２５が流出するのを防ぐための周縁部４２３を有する。別の
実施形態では、保持ユニットは、いかなる周縁部も持たない。この場合、投影対物系の最
後の光学要素とウェーハとの間の光学的利用領域のみが液浸液で湿潤される。それによっ
て液浸液を定期的に交換することが可能になる。
【００７０】
　投影露光装置は、中央コンピュータユニット４２７によって制御される。
【００７１】
　従って、投影露光装置４０１を用いて半導体構成要素及び他の微細構造化構成要素を製
造するために、所定のパターンを有するレチクル４０７が、反射屈折投影対物系４１３の
物体平面４１１内に設けられ、感光層を有するウェーハ４１５が、反射屈折投影対物系４
１３の像平面に設けられ、レチクル４０７が、照明系４０５を用いて照明され、最終的に
、レチクル４０７の照明領域が、反射屈折投影対物系４１３によってウェーハ４１５上に
結像される。この場合、照明モードは、結像されるパターンに依存して選択され、照明系
４０５によって設けられる。例示的に、実質的に平行線から成るパターンは、投影対物系
４１３の入射瞳が二重極照明で照明される照明モードで照明される。物体平面４１１内の
線がｘ方向に対して平行に延びる場合には、２つの照明極は、入射瞳のｙ軸上に配置され
ることになる。レチクルとして純位相マスクが用いられる場合には、位相マスクは、投影
対物系４１３の入射瞳がコヒーレントな照明で照明される照明モードで照明される。
【００７２】
　図５は、ある一定の照明モードに対して投影対物系１の入射瞳の２つの照明極５６３及
び５６５を有する二重極照明を示している。照明極は、入射瞳の縁部に入射瞳の中心５６
７に関して中心対称に配置される。この入射瞳は、１．０に正規化された瞳半径５６９で
例示したものである。照明極５６３及び５６５は、照明極内の強度が最大強度の１００％
、かつ照明極の外側の強度が０％であるような階段状強度プロフィールを有する。従って
、ｙ方向の範囲がｙ方向の境界線の間の最大距離を特定するように、更に１０％の点が照
明極の境界線上に位置する。照明極５６３及び５６５は、各々環状セグメントの形状を有
する。セグメントは、３０°の角度を取り囲み、ｙ方向に入射瞳の瞳半径の８．５％の範
囲を有する。２つの照明極５６３及び５６５の合計パワーは、１．５Ｗである。
【００７３】
　照明系４０５は、照明モードに依存してｙ方向の照明極範囲を変更することができる。
投影露光装置４０１のスループットが照明モードとは独立するように、照明モードは、事
実上いかなる損失もなしに変更される。従って、照明モードが変更される時に、照明視野
にわたって積分される合計パワーは、事実上一定のままに留まる。しかし、この場合、一
定に留まる合計パワーは、ｙ方向の照明極範囲が縮小する時に面パワー密度がそれに対応
して増大するという効果を有する。図６は、図１に記載のレンズ面２５における最大面パ
ワー密度のプロフィール６７１を図５に例示しているもののような二重極照明におけるｙ
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方向の照明極範囲の関数として、ｙ方向に入射瞳の瞳半径の８．５％の照明極範囲にわた
って示している。
【００７４】
　物体平面５内の照明視野は矩形であり、コーナ点（ｘ＝－５２ｍｍ，ｙ＝－９．８９ｍ
ｍ）、（ｘ＝＋５２ｍｍ，ｙ＝－９．８９ｍｍ）、（ｘ＝－５２ｍｍ，ｙ＝－３１．８９
ｍｍ）、及び（ｘ＝＋５２ｍｍ，ｙ＝－３１．８９ｍｍ）を有する。物体平面５内の強度
プロフィールは、ｘ方向に一定であり、ｙ方向には、ｙ＝－９．８９ｍｍとｙ＝－２０．
８９ｍｍの間で最大強度に対して０％から１００％への線形増大を有し、ｙ＝－２０．８
９ｍｍとｙ＝－３１．８９ｍｍの間で１００％から０％への線形下降を有する。従って、
強度プロフィールは、ｙ方向において三角形である。照明視野にわたって積分される合計
パワーは、１．５Ｗである。物体平面５とレンズ面２５の間では、材料内の吸収損失、並
びにレンズ面及び同じく平面ミラーのミラー面における反射損失に起因する強度損失は、
ほぼ２０％であり、従って、レンズ面２５にわたって積分される合計パワーは、１．２Ｗ
である。曲線６７１の個々のデータ点における二重極照明は、ｙ方向の照明極範囲におい
てしか異ならない。それ以外では、３０°というセグメント角度、及び照明極が入射瞳の
縁部に配置されるという事実は変更されない。最大面パワー密度のプロフィール６７１は
、ｙ方向の入射瞳の瞳半径の７．５％の照明極範囲の場合は、有意な低下を示している。
この有意な低下は、射出経路上のビームと戻り経路上のビームとが、ｙ方向の入射瞳の瞳
半径の７．５％よりも小さい極範囲において分離し始めることによって引き起こされる。
三角形を有する実線として例示しているプロフィール６７３は、２つの照明極に関連する
ビームの射出経路上の最大面パワー密度を示しており、破線として例示しているプロフィ
ール６７５は、その戻り経路上の最大面パワー密度を示している。２つのプロフィールは
、実際に互いに重なって位置する。曲線６７７は、これらの２つのプロフィールの和を表
している。射出経路上と戻り経路上とでビームが重ね合わされる場合には、最大面パワー
密度も、プロフィール６７１に示しているように、ｙ方向の入射瞳の瞳半径の７．５％の
照明極範囲に至るまでは加算される。ｙ方向の入射瞳の瞳半径の５．５％よりも小さい極
範囲においては、ビームは、射出経路上と戻り経路上とで完全に分離され、それによって
プロフィール６７１は、プロフィール６７３及び６７５それぞれと一致する。ｙ方向の入
射瞳の瞳半径の７．５％の照明極範囲と５．５％の照明極範囲との間の滑らかな移行は、
射出経路上のビームと戻り経路上のビームとを徐々にしか分離させない範囲の広い照明視
野によって引き起こされる。これはまた、図３によると、ｙ方向の入射瞳の瞳半径の８％
の照明極範囲の場合に中心視野点に対して射出経路上のビームと戻り経路上のビームとが
既に分離しているのに対して、範囲の広い照明視野の場合には、分離が、ｙ方向の入射瞳
の瞳半径の７．５％の照明極範囲の場合にしかはっきりしない理由も説明している。
【００７５】
　面パワー密度のプロフィール６７１は、凹ミラー２１と凹ミラーに隣接するレンズ２３
との間の距離を大きくすることにより、ｙ方向に入射瞳の瞳半径の８％よりも小さいか又
はそれに等しい極範囲を有する瞳照明において、レンズ面２５上の面パワー密度をどれ程
低減することができるかを示している。それによって最大面パワー密度が更に増大するこ
となく、かつレンズ２３に対する損傷が発生することなく、ｙ方向の極範囲を更に縮小す
ることができる。この手段によってのみ、投影対物系が放射線損傷を招くことになる危険
性なく、照明系を用いてそのような照明モードを設けることが可能になる。
【００７６】
　レチクルにおける照明光の合計パワーが１．５Ｗである場合には、ｙ方向の２．１％の
最小値までの全ての極範囲において、レンズ面２３上の最大面パワー密度は、０．６％Ｗ
／ｃｍ2よりも低く留まる。ｙ方向の更に小さい極範囲では、合計パワーが非常に小さい
照明極上に集中することに起因して、面パワー密度は、０．６Ｗ／ｃｍ2の値を超える。
【００７７】
　図７は、更に別の例示的な実施形態の反射屈折投影対物系７０１のレンズ断面を示して
いる。図７において図１に記載の要素に対応する要素は、図１のものと同じ参照符号に７
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００という数だけ増したものを有する。これらの要素の説明に関しては、図１に関する説
明を参照されたい。投影対物系７０１に関する光学データが表４にまとめられている。全
てのレンズ材料として石英（ＳｉＯ2）が用いられる。
【００７８】
　第１の部分対物系７１１は、面番号１から２２を有する面で形成され、第２の部分対物
系７１５は、面番号２４から３２を有する面で形成され、第３の部分対物系７１９は、面
番号３４から６４を有する面で形成される。
【００７９】
　投影対物系７０１は、像平面７０９内でＮＡ＝１．２の開口数を有する。作動波長は、
１９３．３０６ｎｍである。矩形の像視野７０７の範囲は、２２．０ｍｍ×５．０ｍｍで
ある。像視野７０７は、光軸７３３から４．２ｍｍの最小距離の位置にある。投影対物系
７０１は、０．２５という絶対結像スケール値を有する。投影対物系７０１は、液浸投影
対物系であり、この場合、作動中に最後のレンズ面と露光される物体との間に液浸液とし
て超純水が置かれる。
【００８０】
　凹ミラー７２１の光学的利用領域と凹ミラー７２１に隣接して配置されたレンズ７２３
のレンズ面７２５の光学的利用領域との間の最小距離は、４４．８ｍｍである。この場合
、凹ミラー７２１の光学的利用領域は、２５２．０ｍｍの直径を有し、レンズ面７２５の
光学的利用領域は、１９８．２ｍｍの直径を有する。凹ミラー７２１は、レンズ面７２５
よりも大きい曲率を有するので、最小距離は、凹ミラー７２１の光学的利用領域の縁部と
レンズ面７２５の光学的利用領域の縁部との間の対称平面内で発生する。
【００８１】
　凹ミラー７２１の面頂点と凹ミラーに隣接するレンズ７２３の面頂点との間の距離は、
６０．８ｍｍである。凹ミラー７２１の頂点半径は、１７９．４ｍｍである。従って、頂
点距離は、頂点半径よりも短く、特に、頂点半径の７０％よりも短い。
【００８２】
　凹ミラー７２１は、１７９．４ｍｍの頂点半径、及び２５２ｍｍの光学的利用領域直径
を有する。従って、凹ミラー７２１のペッツヴァル和への寄与は、２／１７９．４ｍｍ-1

＝０．０１１ｍｍ-1である。
【００８３】
　凹ミラーに隣接するレンズ７２３は、石英から成る。
【００８４】
　凹ミラー７２１とレンズ７２３の間の距離に起因して、入射瞳の中心でｙ方向に入射瞳
の瞳半径の１５．６％よりも小さい照明極範囲を有する照明極から出射し、かつ物体視野
７０３内の（ｘ＝０ｍｍ，ｙ＝－２６．８ｍｍ）にある中心物体点において物体平面７０
５と交わる全ての光線は、射出経路上と戻り経路上とで空間的に分離した領域内で面７２
５を通過する。
【００８５】
　光線が、入射瞳の縁部に入射瞳の中心に関して中心対称に配置されてｙ方向に入射瞳の
瞳半径の１０％よりも小さい照明極範囲を有する２つの照明極から出射し、かつ物体視野
７０３内の中心物体点において物体平面７０５と交わる場合には、これらの光線は、射出
経路上と戻り経路上とで同様に空間的に分離した領域内で面７２５を通過する。
【００８６】
　図８は、比較のために従来技術で公知である反射屈折投影対物系８０１のレンズ断面を
示している。投影対物系８０１の光学設計は、２００５年１１月１０日に公開されたＯｍ
ｕｒａ他による特許出願ＵＳ２００５／０２４８８５６Ａ１から引用したものであり、こ
の文献における図１９に対応する。この設計の光学データは、ＵＳ２００５／０２４８８
５６Ａ１における表９及び表１０に記載されている。従って、投影対物系１の光学設計の
より詳細説明に関しては、ＵＳ２００５／０２４８８５６Ａ１を参照されたい。
【００８７】
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　図８において図１に記載の要素に対応する要素は、図１のものと同じ参照符号に８００
という数だけ増したものを有する。これらの要素の説明に関しては、図１に関する説明を
参照されたい。
【００８８】
　投影対物系８０１は、像平面８０９内でＮＡ＝１．２５の開口数を有する。作動波長は
、１９３．３０６ｎｍである。矩形の像視野７の範囲は、２６．０ｍｍ×４．０ｍｍであ
る。像視野８０７は、光軸８３３から３．５ｍｍの最小距離の位置にある。投影対物系８
０１は、０．２５という絶対結像スケール値を有する。
【００８９】
　凹ミラー８２１の光学的利用領域と凹ミラー８２１に隣接して配置されたレンズ８２３
のレンズ面８２５の光学的利用領域との間の最小距離は、僅か３．５ｍｍである。
【００９０】
　凹ミラー８２１の面頂点と凹ミラー８２１に隣接するレンズ８２３の面頂点との間の距
離は、僅か２６．２ｍｍである。
【００９１】
　凹ミラーに隣接するレンズ８２３は、高い放射線負荷の場合に、例えば、材料の圧密化
、材料の希薄化、及び偏光誘起の複屈折のような効果を示す石英から成る。
【００９２】
　図９は、図８に記載のレンズ断面からの抜粋であるが、図８に例示しているものとは異
なる光線を有するものを示している。この図は、凹ミラー８２１及び凹ミラーに隣接して
配置されたレンズ８２３を示している。更に、この図は、投影対物系の入射瞳内の円形の
照明極から出射するビームの境界を対称平面内で定め、かつ（ｘ，ｙ）＝（０ｍｍ，－２
２ｍｍ）にある中心視野点において物体平面８０５と交わる２つの開口光線８３９及び８
４１を示している。照明極は、入射瞳の中心に配置され、ｙ方向に入射瞳の瞳半径の２％
の範囲を有する。２つの開口光線８３９及び８４１は、表５に指定している光線座標を有
する。
【００９３】
（表５）

【００９４】
　以上により、２つの開口光線８３９と８４１によって境界が定められるビームは、通常
照明の場合に、ｙ方向の照明極範囲が入射瞳の瞳半径の２％よりも小さい時にのみ、第２
の部分対物系８１５のレンズ内で凹ミラー８２１に対する射出経路上と戻り経路上とで互
いに完全に分離して進む。それとは対照的に、ｙ方向の照明極範囲が入射瞳の瞳半径の２
％よりも大きい場合には、射出経路上のビームと戻り経路上のビームとは重ね合わさる。
それによってレンズ面８２５上に倍加された最大面パワー密度が生じる。
【００９５】
　図１０は、図８に記載のレンズ断面からの図９のものと同じ抜粋であるが、ここでは、
投影対物系の入射瞳内の２つの照明極から出射する２つのビームの境界を対称平面内で定
め、かつ（ｘ，ｙ）＝（０ｍｍ，－２２ｍｍ）にある中心視野点で物体平面８０５と交わ
る４つの開口光線８４７、８４９、８５１、及び８５３を示している。２つの照明極は、
入射瞳の縁部に入射瞳の中心に関して中心対称に配置され、ｙ方向に入射瞳の瞳半径の０
．３％の照明極範囲しか持たない。４つの開口光線８４７、８４９、８５１、及び８５３
は、表６に指定する光線座標を有する。
【００９６】
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【００９７】
　ｙ方向に非常に小さい照明極範囲に起因して、２つのビームの境界を定める開口光線８
４７と８４９及び８５１と８５３それぞれは、図１０では解像することができず、互いに
重なって位置する。その結果、開口光線８４７と８４９及び８５１と５８３それぞれによ
って境界が定められるビームは、二重極照明の場合に、ｙ方向の照明極範囲が入射瞳の瞳
半径の０．３％よりも小さい時にのみ、第２の部分対物系８１５のレンズ内で凹ミラー８
２１に対する射出経路上と戻り経路上とで互いに完全に分離して進む。この場合、ビーム
は、射出経路上では領域８５５及び８５９内でレンズ面８２５を通過し、それに対して戻
り経路上では、領域８５５及び８５９と重複しない領域８５７及び８６１内でレンズ面８
２５を通過する。それとは対照的に、ｙ方向の照明極範囲が入射瞳の瞳半径の０．３％よ
りも大きい場合には、射出経路上のビームと戻り経路上のビームとは重ね合わさる。その
結果、レンズ面８２５上に倍加された最大面パワー密度が生じる。図８の従来技術で公知
の投影対物系を図１の投影対物系又は図７の投影対物系と比較すると、ｙ方向に入射瞳の
瞳半径の８％と０．３％の間の範囲を有する照明極の場合の凹ミラーに隣接するレンズ面
上の最大面パワー密度は、図８の投影対物系の場合には、図１の投影対物系の場合又は図
７の投影対物系の場合のほぼ２倍高い。
【００９８】
　本発明を特定的な実施形態に基づいて説明したが、当業者には、例えば、個々の実施形
態の特徴の組合せ及び／又は交換を通じて数々の変形及び代替実施形態が明らかである。
従って、当業者に対しては、そのような変形及び代替実施形態が同様に本発明によって含
まれ、本発明の範囲が特許請求の範囲及びその均等物の意味の範囲内でのみ限定されるこ
とは言うまでもない。
【００９９】
（表１）
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【０１００】
（表４）



(24) JP 4921580 B2 2012.4.25

10

20

30

40



(25) JP 4921580 B2 2012.4.25

10

20

30

40



(26) JP 4921580 B2 2012.4.25

10

20

30

【符号の説明】
【０１０１】
１　反射屈折投影対物系
３　物体視野
５　物体平面
７　像視野
９　像平面
１１　第１の部分対物系
１３　第１の実中間像
１５　第２の部分対物系
１７　第２の実中間像
１９　第３の部分対物系
２１　凹ミラー
２３　レンズ
２５　レンズの面
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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